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みよし市高齢者配食サービス業務委託プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

  この要領は、高齢者配食サービス（調理が困難な高齢者に対して、定期的に居宅を訪問し、栄養バ

ランスのとれた食事を提供するとともに、安否の確認を行うためのサービスをいう。以下同じ。）業

務の委託事業者の選定に当たり、必要な事項を定めるものとする。 

２ 業務の概要 

⑴ 委託業務名 

みよし市高齢者配食サービス業務委託 

⑵ 履行期間 

令和８(2026)年４月１日から令和９(2027)年３月３１日まで 

⑶ 業務の場所 

みよし市内 

⑷ 委託業務内容 

「みよし市高齢者配食サービス業務委託仕様書」（別紙1）（以下「仕様書」という。）のとお          

  り 

３ 委託事業者の選定方法 

  委託事業者は、価格のみではなく、事業者の業務実績、提案力、企画力、創造性等を勘案し、総合

的な見地から判断して、最適な事業者と契約を締結する必要があることから、公募型プロポーザル方

式により委託事業者を選定するものとする。 

  なお、委託事業者の選定については、食事審査及び業務実施体制等審査にて行うものとする。 

４ 参加資格要件 

このプロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる条件のいずれにも該当する者とする。 

なお、複数の企業による共同参加は、認めない。 

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 

(2) 契約締結日までに、令和 7(2025)年度みよし市競争入札参加資格者名簿に大分類「役務の提供等」

中分類「給食」の業種において登載されている者であること。 

(3) 公告日から契約締結までの間に、「みよし市入札参加停止等措置要領（平成 25年 2月 21日施行）」

に基づく措置及び「みよし市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書（平成 25年 3

月 14日付けみよし市長等・愛知県豊田警察署長締結）」に基づく排除措置又はこれに準ずる措置

を受けていない者であること。 

(4) 本業務を行う施設は、食品衛生法（昭和 22年法律第 233号）による飲食店営業の営業許可を受

けていること。また、令和８(2026)年度内に有効期限が切れる場合は、営業許可の更新がされるこ

と。 

なお、複数の調理施設で調理を行う場合は、その全ての施設において同様の要件を満たしている

こと。 

(5) 本業務における調理可能食数が、昼食及び夕食ともに１日につき５０食以上であること。 

(6) 栄養士又は調理師により作成された献立に従って調理された食事を提供できること。 

(7) 弁当形式の食事の用意から配達までを同一事業者で行えること。 

(8) 検便検査を月に１回以上実施していること。 

(9) 保健所の立入り検査を受けていること。 

(10) 冷凍庫により保存食の保管ができること。 

(11) 業務実施日は、原則毎日とし、昼食及び夕食に対応できること。 

(12）食事は、普通食、刻み食又は健康管理食の対応ができること。 
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(13) 食事は、本市が設定する次の時間内に概ね配達が行えること。 

昼食 午前１０時から午後０時３０分まで 

夕食 午後３時３０分から午後６時まで 

(14) 食事は、配達費等込みで１食当たり次の表の金額とする。 

なお、食事に係る費用のうち、利用者負担額を除いた金額（安否確認、連絡調整及び食事の配 

達に要する経費分とする。）を本市が委託料として支払う。 

 

普通食、刻み食（税込） 
健康管理食（税込）             

（糖質制限食・ミキサー食・透析食等） 

ご飯付き おかずのみ ご飯付き おかずのみ 

食事の金額 800円 750円 1,000円 950円 

利用者負担額 300円 250円 500円 450円 

委託料(税込) 500円 

                                      

５ 質疑及び回答 

  本プロポーザルにおける質疑及び質疑回答については、次のとおり行う。 

⑴ 質問がある場合は、「質疑書」（様式第５号）に質問事項を記載の上、令和８(2026)年１月２３

日（金）までに、電子メール(長寿介護課メールアドレス choju＠city.aichi-miyoshi.lg.jp）に

より、長寿介護課に提出すること。 

なお、メールの件名は「みよし市高齢者配食サービス業務委託 質疑書提出（社名）」とし、電

子メールの送信後に、電子メール到着の有無を電話で長寿介護課に確認すること。 

（電話番号 0561-32-8009） 

⑵ 質疑に対する回答については、「質疑回答書」（様式第６号）により、参加事業者全員に対し、 

参加申込書に記載された担当者メールアドレス宛てに電子メールで、令和８(2026)年１月２８日

（水）までに回答する。 

６ 参加申込の方法 

上記「４ 参加資格要件」を満たし、本プロポーザルに参加を希望する場合は、次に定める参加申 

請書類を提出すること。 

⑴ 参加申請書類 

ア 参加申込書（様式第１号） 

イ 会社概要調書（様式第２号） 

ウ 業務実績調書（様式第３号） 

エ 営業許可証の写し 

・飲食店営業の営業許可証で、本業務の調理を行う施設のもの。 

オ 食品衛生監視票の写し 

・令和７(2025)年４月以降実施のもので、最も新しいもの。 

・保健所から食品衛生指導票の指導等があった場合は、改善措置が確認できる書類を添付す

ること。 

  カ 食品関係収去検査成績書の写し 

    ・一般細菌数、大腸菌及び黄色ブドウ球菌の項目を含むもの。 

    ・令和７(2025)年４月以降実施のもので、最も新しいもの。 

キ みよし市高齢者配食サービス業務事業者緊急時対応体制（様式第４号） 

⑵ 提出部数 
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各１部 

⑶ 提出方法 

みよし市役所 福祉部長寿介護課 まで持参すること。 

※郵送、電話、ファクシミリ及びインターネットなどによる提出は不可とする。 

⑷ 提出先 

〒470-0295 愛知県みよし市三好町小坂 50番地（みよし市役所庁舎１階） 

みよし市役所福祉部長寿介護課（担当：加藤） 

⑸ 提出期限 

令和８(2026)年１月２８日（水）午後５時 

⑹ 参加資格の確認 

参加資格の有無については、参加希望者が参加資格を満たしているかの確認を行い、令和８

(2026)年２月６日（金）までに参加申込書に記載されたメールアドレス宛てに電子メールで通知   

する。 

７ 受託事業者選定方法 

⑴ 審査項目 

ア 書類審査 

 書類名 提出部数 備考 

(ｱ) 参加申込書（様式第１号） 

各１部 

既定の調理可能食数を満たしている

こと。 

(ｲ) 会社概要調書（様式第２号）  

(ｳ) 業務実績調書（様式第３号） 記載案件の契約書の写しを添付。 

(ｴ) 営業許可証の写し 営業許可証が有効であること。 

(ｵ) 食品衛生監視票の写し 

保健所から食品衛生指導票の指導等

があった場合は、参加申込書の提出ま

でに改善がされていること。 

(ｶ) 食品関係収去検査成績書の写し 

製品結果が陰性であること。陽性があ

る場合は、適切な対応ができているこ

と。 

(ｷ) 
みよし市高齢者配食サービス業務事

業者緊急時対応体制（様式第４号） 

緊急時の対応体制が明確になってい

ること。 

   イ 食事審査 

≪食事のサンプル≫ 

・高齢者向け食事の普通食、刻み食又は健康管理食（刻み食を用意する場合は、それらの形

状全てとする。）を１食ずつ作り、本業務で使用する容器に盛りつけたものを提出すること。 

・食事のサンプルの費用については、事業者の負担とする。 

≪献立表≫ 

・プロポーザル開催当月の献立表を用意すること。（複数の献立を用意する場合は、それら

の献立全てとする。）また、エネルギー量、たんぱく質、脂質及び塩分の４項目の摂取量を

記載すること。 

ウ 業務実施体制等審査（ヒアリング） 

業務実施方針、取組意欲等について各事業者１５分程度のヒアリングを行う。 
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⑵ 採点方法 

    「ア 書類審査」を実施し、それらを通過した事業者については、「イ 食事審査」と「ウ 業務

実施体制等審査」を実施する。 

ア 書類審査 

審査項目の要件を満たしていること。 

イ 食事審査 

見ため（20点）、食べやすさ（16点）、栄養バランス・献立（24点）、安全性（10点） 

の４項目を採点し、選考委員の平均点が全ての項目で基準点（６割）を満たしていること。 

ウ 業務実施体制等審査（ヒアリング） 

業務方針（10点）、機動性（10点）、取組意欲（10点）の３項目を採点し、選考委員の 

平均点が全ての項目で基準点（６割）を満たしていること。 

⑶ 選定方法 

基準点を満たした事業者をもって決定する。 

８ 審査の日時等 

食事審査及び業務実施体制等審査については、次のとおり実施する。 

⑴ 開催日 

令和８(2026)年２月１３日（金） 

⑵ 時 間   

・食事審査…午前１０時から午前１１時３０分まで 

・業務実施体制等審査…午後１時３０分から午後４時までのうち各事業者１５分程度 

（時間等については別途連絡する。） 

⑶ 場 所   

みよし市役所３階食堂（食事審査）及び１０１会議室（業務実施体制等審査） 

⑷ その他   

食事のサンプルは、食事審査の開始１５分前までにみよし市役所３階食堂に提出すること。 

また、容器の回収は、午後１時３０分以降に長寿介護課窓口で引き取ること。 

９ 審査結果の通知 

令和８(2026)年３月１０日（火）（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 / 5 

 

 

10 参 考 

⑴  令和７(2025)年度実利用者数 ２７４人（令和７(2025)年１１月３０日現在）    

⑵  令和７(2025)年度高齢者配食サービス月別実績 （契約３社合計） 

 
利用者人数（人） 昼食・夕食数（食） 一日平均食数（食） 

４月 278 5,090 170 

５月 283 5,332 172 

６月 294 5,295 177 

７月 291 5,716 184 

８月 373 5,733 185 

９月 315 5,866 196 

１０月 315 6,136 198 

平均 307 5,595 183 

前年平均 276 4,963 163 

 

11 公募から事業者選定までのスケジュール(予定） 

内容 期日・期間等 

公募の開始 令和８(2026)年１月８日（木） 

質問の受付 令和８(2026)年１月８日（木）から１月２３日（金）まで 

参加申込及び参加申請書類提出 令和８(2026)年１月８日（木）から１月２８日（水）まで 

参加資格要件確認結果通知 令和８(2026)年２月６日（金） 

食事審査及び業務実施体制等審査

（事業者選定委員会） 

令和８(2026)年２月１３日（金） 

午前１０時から午前１１時３０分まで（市役所３階食堂） 

午後１時３０分から午後４時まで（市役所１０１会議室） 

審査結果通知 令和８(2026)年３月１０日（火） 

契約締結 令和８(2026)年３月２４日（火） 

 

 


